
議案第５１号 

 

札幌市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例及び

札幌市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条

例案 

令和４年（２０２２年）３月３０日提出 

 

日本共産党所属議員全員 

 

札幌市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例及び札

幌市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

（札幌市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部改正） 

第１条 札幌市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例（昭和５６

年条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

(1) 第１条中「６８人」を「７０人」に改める。 

(2) 第２条中「中央区 ７人」を「中央区 ８人」に、「手稲区 ５人」を「手

稲区 ６人」に改める。 

（札幌市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正） 

第２条 札幌市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第８号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「４０万円」を「３６万円」に改める。 

附 則 

この条例中、第１条の規定は次の一般選挙から、第２条の規定は令和５年５

月２日から施行する。 

 

（理 由） 

本市の市議会議員の定数及び選挙区選出議員数を改めるとともに、市議会の

会派に交付する政務活動費の月額を減額するため、本案を提出する。 


